
1 

 

   

 

 

台東区行政計画について 

 

１ パブリックコメント実施結果・・・・・別紙１ 

 

２ 中間のまとめからの主な変更点 

項番 頁 変更箇所 変更内容 

１ 26 

第１章  

行政計画の

考え方 

項番 11．「区政を取り巻く環境変化に対応する取り組み」を追

加 

２ 309 

第２章  

行政計画の

内容 

事業№279 多文化共生推進 

パブリックコメントの意見を踏まえ、事業概要を変更 

３ - 

第２章  

行政計画の

内容 

新規 15 事業を追加 

①№  9 ５歳児健康診査の試行実施（p.37） 

②№ 36 就学前施設における給食費等の支援（p.61） 

③№ 57 義務教育に必要な費用の支援（p.79） 

④№ 70 １０代への読書活動支援（p.92） 

⑤№ 72 生涯学習センター交流スペースの 

活用推進（p.94） 

⑥№ 98 病院運営協議会（p.123） 

⑦№122 終活総合相談支援（p.148） 

⑧№134 地域移行支援の推進（p.161） 

⑨№156 区所蔵美術作品の鑑賞機会の提供（p.187） 

⑩№159 子供が文化・芸術に触れる機会の拡大（p.190） 

⑪№225 自転車通行空間の整備（p.255） 

⑫№242 災害時トイレの整備（p.273） 

⑬№263 危険性のある廃棄物の適正処理の推進（p.292） 

⑭№297 システム監査の実施（p.330） 

⑮№299 公共施設予約システムの機能強化（p.331） 

令 和 ８ 年 ３ 月 ３ 日 

企画総務委員会資料 

企 画 財 政 部 企 画 課 
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３ 台東区行政計画（案）・・・・・別紙２ 

 

４ 今後の予定 

  令和８年３月下旬   計画発行 
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別 紙 １ 

台東区行政計画 パブリックコメント実施結果 

 

分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

第
２
章 

 

１ 現在妊娠中でこれから出産予定で

す出産や子育て支援が充実した区へ

転出しようか夫と話し合っています。

（幼児期だけでなく長い目でみてケ

アがある区に魅力を感じます）子育て

世代や働き世代が台東区で子供を育

てたいという魅力をもっとください。

他区の後追いではなく。 

また、それらをプッシュ型通知とし

て発信してください。毎回役所へ行

き、見にくい細々した字の用紙での手

続きからオンライン化の推進も希望

します。 

区民全体へ必要な手当と行政はも

ちろん必要ですが、それだけでは足り

ません。子育て世代、介護世代、生活

困窮者、個々に合わせた必要な手当と

行政をより強化してください。 

 

 

 

 

 

 

区では、独自の制度として出産費用

助成を行うほか、産後ケア事業におけ

る電子クーポンの導入や電子申請が可

能な手続きの拡大など、区民が安心し

て子供を生み育てていけるような施策

の充実を図っています。また、区公式ホ

ームページの子育て手続きガイドやた

いとうおやこ手帳アプリなどにより、

利用者に合った適切な情報提供にも努

めているところです。 

子供と家庭を支える体制を一層強化

するため、令和８年度から区に「こども

家庭部」を設置し、「こどもまんなか社

会」の実現に向けてさらに取り組んで

まいります。 

 

（施策 1 妊娠期から子育て期の切れ 

目のない支援、 

施策 2 多様なニーズに対応した質 

の高い保育サービスの展開、 

施策 3 配慮を要する子供・若者や 

家庭への支援、 

施策 4 子供の育ちを地域で支える

環境づくり） 

意見受付期間 令和７年１２月１７日（水）～令和８年１月７日（水） 

意見受付場所 
区公式ホームページ上での受付のほか、各区民事務所・分室・地

区センター、区政情報コーナー、企画課窓口で受付。 

意見受付件数 ４人、９件 

提出方法の内訳 
郵送０人（０件） ファクシミリ０人（０件） 

ホームページ４人（９件） 持参０人（０件） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

第
２
章 

 

２ 「こころざし教育」とはどのような

目的、内容なのか。”国のため人のた

めに力を注ぐ”というような戦前を彷

彿とさせるような印象を受け、多様化

が推進される現在において時代錯誤

な教育ではないかと感じた。 

 こころざし教育とは、子供一人ひと

りが目標を見いだし、主体的に行動し

ながら個性を伸ばし、将来は社会や世

界に役立とうとする資質を育む教育で

す。 

就学前においては、身近な環境に主

体的に関わり、さまざまな活動を楽し

む中で、やるべきことを自覚し、自分の

力で取り組むために考えたり工夫した

りしながら、自立心を育みます。小・中

学校においては、児童生徒が「特別の教

科 道徳」などの学習や、中学校の立志

式などの行事を通して、未来の日本を

担うこころざしと意欲をもてるよう、

こころざし教育を推進します。 

 

（施策 6 未来を担う子供を育む教育

の推進） 

３ 「こころざし教育の推進」におい

て、中学校の立志式等の行事を推進さ

れていますが、二分の一成人式と同様

に、全国的に批判が見られる行事でも

あります。なぜ今回「新規」で本項目

を追加されたのか理解できません。仮

に推進するにしても、生徒自身を置き

ざりにして、親や教員、来賓を泣かせ

るための、いわゆる「感動ポルノ」に

ならないよう十分注意、警戒していた

だくようお願いいたします。 

本区の「こころざし教育」とは、子供

一人ひとりが目標を見いだし、主体的

に行動しながら個性を伸ばすととも

に、将来は社会や世界に役立とうとす

る資質を育むことを目的とした教育で

す。 

立志式は、その一環として、生徒が自

らの将来や生き方について主体的に考

える機会を充実させることをねらいと

しています。 

実施にあたっては、形式的な感謝や

感動を演出・強制するのではなく、生徒

自身の主体性を尊重した内容とするよ

う、学校に対して適切な指導・助言を行

ってまいります。 

 

（施策 6 未来を担う子供を育む教育

の推進） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

第
２
章 

 

４ 共働き家庭が多くを占める時代に

なり、幼、保、小中学校の保護者負担

を軽減させる方向の計画があっても

良いのではないか。教員の負担軽減の

ために、保護者を利用するのではな

く、シルバー人材に頼ることはできな

いのか？ 

区では、教員の負担軽減への取り組

みとして、ボランティア指導者による

教育活動アシスタントや、部活動の顧

問としての技術的な指導や大会への引

率等を行う部活動指導員の配置等を行

っています。 

学校行事等への従事・参加に係る保

護者の負担軽減については、共働き家

庭などの多忙な保護者が増えているこ

とも考慮しながら、今後も慎重に検討

してまいります。 

 

（施策 6 未来を担う子供を育む教育

の推進） 

５ 家庭内教育を重視しているようだ

が、家庭内で使える時間はわずかな時

間であるので、その中で効果的に教え

られる、関われる方法を検討していく

ことにシフトしても良いのではない

か。 

区では、家庭における教育の重要性

を踏まえ、家庭教育学級を実施してい

ます。 

小中学校・幼稚園等のＰＴＡ家庭教

育学級や０歳から３歳の乳幼児の保護

者を対象とした公開講座など、各年齢

において、家庭での限られた時間内で

も親子の絆を育むことができるよう学

習支援を行っています。 

また、仕事や子育て等で多忙な保護

者も受講できるよう、家庭で子供の世

話をしながら気軽に参加できるオンラ

イン講座も実施しています。 

 引き続き、家庭教育の内容について

は、利用状況や要望などを踏まえなが

ら検討してまいります。 

 

（施策 9 生涯学習環境の整備） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

第
２
章 

 

６ 「防災まちづくりの推進」につい

て、台東区ではとりわけ一戸建て住宅

密集地において、住所が同一である建

物が多く見られます。災害時などにお

いて混乱をきたしかねないので、例え

ば住所の末尾にさらに１、２や、ａ、

ｂなどの記号を追加して、判別しやす

くして欲しいです。 

住所（住居表示）に記号を追加するこ

とは、住民票の変更等の手続きが生じ

るなどの区民への影響が多いことから

一律に実施することは困難です。 

しかし、同一住所による誤配防止等

のため補助番号を実施している自治体

もありますので、その状況を踏まえて、 

わかりやすい住居表示を研究してまい

ります。 

 なお、災害時に通報のあった際には、

的確な状況の聞き取りと説明を心掛け

ておりますが、同一住所によって混乱

が生じることのないよう、更なる対策

について検討してまいります。 

 

（施策 46 防災まちづくりの推進） 

７ 公園や路上喫煙が台東区では容認

されており、計画と矛盾しているので

はないか。喫煙所が多数ある状況は、

子育てのしにくさにも繋がっており、

すぐにでも改善を求めたい内容であ

る。 

区では、条例によりポイ捨て及び歩

きたばこを禁止するとともに、朝の通

勤時間帯である７時から９時を「喫煙

禁止時間」とし、路上や公園などの公共

の場所での喫煙を禁止しています。 

また、本区の区立公園は原則分煙と

し、子供たちが多く集まる場所や遊具

まわりは禁煙とするとともに、全ての

区立児童遊園は禁煙としています。 

これらのルールが守られるよう、今

後とも喫煙ルールの周知啓発や、マナ

ー指導員による巡回指導などに取り組

むとともに、公衆喫煙所の整備により

屋外における分煙の促進を図ります。 

引き続き、喫煙する方がルールとマ

ナーを守って喫煙でき、喫煙しない方

がポイ捨てや歩きたばこ、たばこの煙

に困ることがない環境づくりを進めて

まいります。 

 

（施策 54 環境配慮行動の促進） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

第
２
章 

 

８ 私は台東区在住の者です。 

公衆喫煙所の整備について意見を

させていただきます。私は喫煙者です

が、電車を利用する際、御徒町や浅草

橋で喫煙する場所がなく、困っており

ます。ですので、屋外における分煙の

促進を図ることに対して、賛成です。 

どうか、御徒町・浅草橋の両駅に

喫煙所の設置をお願いいたします。 

公衆喫煙所の設置については、用地

の確保等の課題がありますが、人の集

散が多い場所を中心に、区による設置

に加え、民間事業者による設置や維持

管理にかかる経費の助成を行い、整備

を推進しています。 

引き続き、喫煙する方がルールとマ

ナーを守って喫煙することができ、喫

煙しない方がポイ捨てや歩きたばこ、

たばこの煙に困ることがない環境づく

りを進めてまいります。 

 

（施策 54 環境配慮行動の促進） 

９ 施策57「多文化共生の推進」におい

て、「外国人向けの情報発信や相談体

制の強化」云々とあり、外国人に何か

を教えるという立場のみが強調され、

日本人の意識を変えていくという視

点が抜け落ちているように思います。

昨今、御徒町駅前のモスクに対して、

一部の方々による反対運動が起こっ

ています。差別は相手への無理解から

起こるように思いますので、日本人に

対する啓発活動にも力を入れてほし

いです。 

区では、やさしい日本語講演会や日

本語学習支援者養成講座、多文化共生

推進サポーター養成講座といった日本

人向けの講座を実施しており、外国人

との交流の機会を盛り込むことを基本

に、各講座の展開の中で、実際の活動に

結び付ける仕組みを構築しています。 

 日本人に対する取り組みがよりわか

りやすく伝わるよう、頂いたご意見も

踏まえ、事業概要の記載を修正します。 

 

（施策 57 多文化共生の推進） 

 


